
　　　　　　　　南鯱城会（こなみ会）　会則

　　　　　　　　　　　　　第１章　　総則
（名称）

第１条 本会は名古屋市高年大学南鯱城会（別称こなみ会、以下本会という）と称する。

（所在地）

第２条 本会の所在地は会長宅に置く。

（会員構成）

第３条 本会は名古屋市高年大学鯱城学園の卒業生で、南区内に在住する名古屋市高年大学

鯱城会の会員をもって構成する。但し、入会後に転居の場合はこの限りではない。

（会員）

第４条 前条に該当する者を対象とし、入会金及び年会費の納入者を会員とする。

但し、役員会の承認により前条によらず名誉会員を置くことができる。

（目的）

第５条 本会は鯱城学園の主旨に則り、地域社会への貢献、奉仕活動の実践並びに会員相互

の親睦を目的とする。

（事業）

第６条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

１、研修会、自主学習、各種見学、奉仕活動

２、懇親会、会員の親睦と健康保持の事業

３、その他目的達成のための事業

　　　　　　　　　　　　　第２章　　役員
（役員と任務）

第７条 本会の役員と任務は次のとおりとする。

１、会長　 １名  　　本会を代表し、会務を統括するとともに鯱城会代議員の任務に当る。

２、副会長 ２名以内 　 会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。

３、総務・会計 若干名  役員会の設営、会員名簿の管理、会計業務及びそのほか

　　                   他の部門に属しない会務を行う。

４、行事 若干名  　　　会の行う諸行事を担当する。

５、書記　若干名　　　　定例役員会の会議議事の記録をとる。

６、広報　若干名　　　　会誌の発行に関する業務全般を行う。

７、ブロック長　４名　　学区幹事との連絡調整を行うとともに行事担当を兼務する。

８、学区幹事　若干名　　学区の会員との連絡調整行うとともに行事等にも協力する。

９、ボランティア担当　若干名　　ボランティアに関する関係部門との連絡調整及び

　　　　　　　　　　　　　　　　実施上の助言等を行う。

10、同好会担当　若干名　　同好会全般に関する会員との連絡調整及び指導、普及を行う。

11、鯱城会幹事　１名　　　鯱城会の業務分担し、本会との連絡調整を行う。

12、会計監査　２名以内　　本会の会計事務を監査する。

（役員の選出）

第８条 役員の選出は次のとおりとする。

１、会長、副会長、総務・会計、書記、行事、広報、ブロック長、ボランティア担当

    同好会担当、鯱城会幹事、会計監査は役員会で選出し、総会において承認をうける。

　　　　　　　　　ただし、2名を限度に増員することができる。



２、学区幹事はブロック長の推薦により、役員会において委嘱する。

（役員の任期）

第９条 役員の任期は１年とし、再任を妨げない。但し、鯱城会幹事の任期は２年とし、毎年度

各１名を選出し、再任を認めない。

（顧問）

第10条 本会は必要により顧問を置くことができる。顧問は役員会において委嘱し、その任期は

１年とする。

　　　　　　　　　　　　　第３章　　会議
（総会・役員会）

第11条 本会の会議は総会、役員会とする。

１、総会は年１回とし、必要に応じ臨時総会を開催する。総会は会長が招集し

    年度当初に開催する。

２、役員会は会長が招集し、年間数回開催する。

３、議案は第１８条による場合を除き、出席者の過半数の同意をもって成立する。

                          第４章　　会計
（運営経費）

第12条 本会の運営は入会金、年会費、助成金、寄付金、臨時会費、雑収入をもって行う。

納入した入会金、会費等は返金しない。

（入会金、年会費）

第13条 会員は入会金２，０００円、年会費１，５００円（本部納付金３００円を含む）を納入する。

但し、夫婦会員については年会費を２名で２，５００円とする。

（納入時期）

第14条 入会金の納入時期は入会のときとし、年会費の納入時期は年度前の３月または

入会のときとする。

（再入学生の扱い）

第15条 再入学生については鯱城会の規約に準ずる。

（会計報告）

第16条 本会の会計報告は総会において行う。

（会計年度）

第17条 本会の会計年度は４月１日より翌年３月３１日までとする。

                          第５章　　その他
（会則の改正）

第18条 本会の会則改正は総会において出席者の３分の２以上の同意をもって行う。

この会則に定めのない事項は、役員会において定める。

（情報の報告）

第19条 会員は本会の活動に有益な情報を得た場合、すみやかに事務局に報告するものとする、

（事故、変更事項などの報告）

第20条 会員は住所、電話番号などの変更、及び事故あるときは、本人又は家族などから

すみやかに事務局に報告するものとする。

○会則の制定     平成２年６月９日

○会則の改正     平成8年4月15日   平成11年4月8日   平成12年4月6日   平成14年4月11日

            　 　平成19年4月12日   平成20年4月16日   平成22年4月14日   平成23年4月13日

　　　 平成24年4月23日　平成29年4月13日  平成31年4月17日 令和4年4月16日


